
  

 

 

 
永田クラブ、経済研究会に貼り出し 

平 成 ２ ５ 年 ６ 月 ２ ０ 日 

   男 女 共 同 参 画 局 

 

 

｢女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約） 

実施状況第７・８回報告書｣に盛り込むべき事項についての意見募集について 

 

 
 女子差別撤廃条約は、男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として、女子に対す

るあらゆる差別を撤廃することを基本理念としており、我が国は昭和６０（１９８５）年に

同条約を批准し、国内の実施体制の整備や、男女共同参画社会基本法の制定を始め、様々な

取組を行ってきています。 

 女子差別撤廃条約は、締約国に対し条約の実施のためにとった立法、司法、行政その他の

措置等について、定期的に報告書を提出することを求めており、我が国はこれまでに６回の

報告書を提出しています。 

 今回は、女子差別撤廃条約に基づいて設置されている女子差別撤廃委員会からの要請によ

り、平成２６（２０１４）年７月までに報告書を作成のうえ提出する予定です。 

 このため、男女共同参画局では、本報告書に盛り込むべき事項等について、国民の皆様か

ら広く意見募集することとしました。 

 

１．募集する意見 

（１）女子差別撤廃条約実施状況第７・８回報告書に我が国の現状として盛り込むべき事

項 

（２）（１）の事項に関連するNGO等の活動状況 

 

（留意事項） 

・ 報告書は、平成１８（２００６）年７月以降の事項について記述を予定しておりま

す。このため、本意見募集の対象となる事項についても、報告書と同様の期間のもの

となります。 

・ いずれも女子差別撤廃条約の条文に沿って御記入ください。 

・ 女子差別撤廃条約の条文を含む各種情報は、内閣府男女共同参画局ホームページ

（http://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/index.html）を

参照下さい。 

 

２．意見募集期間 

  平成２５年６月２０日（木）～７月２２日（月）まで 

 

３．意見提出方法 

（１） メールフォームを利用した提出 

 送信用フォームから、必要事項を御記入の上、送信してください。 



  

■様式１：１．女子差別撤廃条約実施状況第７・８回報告書に我が国の現状とし

て盛り込むべき事項： 

https://form.cao.go.jp/gender/opinion-0100.html 

■様式２：２．１．の事項に関連するNGO等の活動状況： 

https://form.cao.go.jp/gender/opinion-0101.html 

 

（２） 郵送による提出 

 様式をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、郵送にてお送りくださ

い。 

■様式１：１．女子差別撤廃条約実施状況第７・８回報告書に我が国の現状とし

て盛り込むべき事項： 

http://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/joyaku_

201306_01.pdf 

■様式２：２．１．の事項に関連するNGO等の活動状況： 

http://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/joyaku_

201306_02.pdf 

■郵送先： 

〒100－8914 東京都千代田区永田町1‐6‐1 

内閣府男女共同参画局総務課（国際担当）意見募集担当 宛 

     

４．その他 

・ 電話による御意見は受け付けいたしません。 

・ 御意見は日本語でお願いいたします。 

・ いただいた御意見については、個別に回答はいたしかねます。 

・ いただいた御意見は、個人情報を除き公開されることがあります。 

・ 様式に御記入いただいた個人情報については、「行政機関の保有する個人情報の保

護に関する法律」に基づき、適正な管理を行います。団体（個人）名、住所、電話番

号、Ｅメール及び執筆者名（団体の場合）は、必要に応じて、御意見のより具体的な

内容を確認させていただく場合などのために記入をお願いするものです。 

 

 

 
【本件問い合わせ先】 

内閣府男女共同参画局総務課 

担当：男女共同参画推進官 金子 浩之、課長補佐  高野 厚

TEL: 03-3581-3293（直通） 


